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令和５年度（２０２３年度）就学援助の申請について 

 

大阪市では、経済的な理由により、就学が困難と認められる生徒の保護者の方に、必要な援助を行う 

「就学援助制度」を設けております。当制度の申請を希望される方は、別紙の「令和５年度（２０２３年度） 

就学援助制度のお知らせ」（以下お知らせ）をよくお読みいただき、必要書類をご提出ください。 

 

１ 申請時期 ※令和５年３月１日から受付を開始します。 

申請区分 申請期限 申請理由 認否結果 

早期２（書類審査） 令和５年３月１３日（月）まで ①～⑪ ５月末日予定 

一般１（税情報利用） 令和５年５月１２日（金）まで ①または⑫ ８月末日予定 

一般２（書類審査） 令和５年６月３０日（金）まで ①～⑫ ８月末日予定 

 

２ 申込方法 

  提出書類 

・ 令和５年度（２０２３年度）就学援助申請書兼世帯状況票 

・ 申請理由を証明する書類 

    ※「申請理由を証明する書類」を提出する際は、紛失することがないように、申請書にステープラー 

などで留めてから提出してください。 

提出先 

〒536－0001 大阪市城東区古市１－１８－４ 

大阪市立菫中学校 事務室 

提出方法 

個人情報などが含まれておりますので、保護者による持参または郵送でご提出をお願いいたします。 

 

３ その他 

・ 外国籍等により、記載の証明書類が取得できない場合などは、事前に学校までご相談ください。 

・ 就学援助費振込口座は保護者名義の口座のみのご利用となりますのでご注意ください。  

・ 就学援助費の振込については、徴収金届出口座【永和信用金庫】の利用を推奨しております。 

  それ以外の口座への振込を希望される場合は本校事務室までご連絡ください。 

 

※ご不明な点などありましたら、本校事務室 (ＴＥＬ：06-6931-0237)までお問い合わせください。 


